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要旨 
 在宅看護実習での学生の学びの分析から、A 大学看護学科（以下、本学科）の

在宅看護実習カリキュラム構成を評価し、今後の実習展開における教育的課題を

明らかにした。 

学生の学びは「介護者」に関するものが多かった。実習前に在宅療養に関して

明確に言葉にできる学生が少なかった中で、実際に療養者宅を訪問し介護者の存

在を目の当たりにして、在宅療養には介護者が必要不可欠であると学んでいた。

また、在宅療養の中心である「療養者」に関しても、「個別性の理解」が重要で

あると学んでいた。「ケアシステム」については、「他職種連携」「看護師の能力」

に関する学びが多く述べられていた。「看護師の能力」については、求められる

スキルの高さ、責任の重さを学んだことから、卒後すぐに訪問看護師になるとい

うことはイメージできない学生もいたが、実習により在宅看護に看護の本質を見

出し、将来的には在宅医療に関わりたいという学生もおり、在宅療養を支える看

護師育成に期待が持てる結果となった。「他職種連携」に関しては、それぞれの

職種の役割にまで言及できている学生が多く、様々な事業所・施設で実習展開し

ている本学科在宅看護実習カリキュラムが効果的であったと評価する。 

各大学の裁量に任され、試行錯誤の中で組立て・実施してきた在宅看護実習で

あったが、在宅療養を支える視点を持った看護師育成という教育目的を達成でき

るものになったと評価する。今後の教育的課題として、実習での体験的学びを深

めるため、実習開始前から在宅療養のイメージを育む教育、介護者へのケアにつ

いて学べるような教育を強化する必要がある。 
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I. はじめに 

 

日本は諸外国に例をみないスピードで高齢化が

進展しており、厚生労働省は 2025 年（平成 37 年）

を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援

の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、

自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることが

できるよう、地域の包括的な支援・サービス提供

体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進して

いる 1）。このような時代の流れに応じ、在宅看護

論は 1996 年の保健師助産師看護師学校養成所指

定規則改正時に誕生した。 

2007 年（平成 19 年）10 月、全国看護行政担当

者説明会において、2008 年（平成 20 年）4月施行

を視野に入れた「保健師助産師看護師学校養成指

定規則改正案」が示された。その中で、専門分野

Ⅰ・専門分野Ⅱで学習したことを臨床実践に近い

形で学習し知識・技術を統合させるため統合分野

が設けられ、「臨地実習在宅看護論（2 単位）」は

その中に包括された。更に、講義と実習が独立し、

「在宅看護論（4単位）：在宅看護論では地域で生

活しながら療養する人々とその家族を理解し在宅

での看護の基礎を学ぶ内容とする。在宅で提供す

る看護を理解し、基礎的な技術を身につけ他職種
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と協働する中での看護の役割を理解する内容とす

る。在宅での終末期看護に関する内容も含むもの

とする。」「臨床実習在宅看護論（2 単位）：訪問看

護に加え、多様な場で実習を行うことが望まし

い。」（看護師等養成所の運営に関する指導要領）

と示された 2）。 

本学科は 2010 年に開学し、在宅看護実習も 2

年目を終了した。学生記録や実習施設指導者の評

価から概ね実習目的・目標は達成されていると評

価できる。しかし、前述の「看護師等養成所の運

営に関する指導要領」には「在宅看護論の実習に

ついては病院、診療所、訪問看護ステーションの

他、地域包括支援センター等の実習施設を確保す

ること」3）と実習施設については挙げられている

ものの、カリキュラム構成は各大学の裁量に任さ

れている。今回のカリキュラム改正を受けて、「在

宅看護論」は母性・小児・成人・老年、そして精

神の対象特性を超えて、地域で生活する療養者と

その家族を対象とすること、対象が様々であり、

なおかつ、複数であり、看護実践を期待されてい

るのは病院の「場」から在宅という「場」での応

用をするものであることから、本学科の「臨地実

習在宅看護論」として訪問看護ステーション、地

域包括支援センター、在宅療養支援診療所、デイ

サービス、通所リハビリテーション、グループホー

ムを実習施設とし、学生は 2施設以上で実習を行

うこととした。しかし、近年は看護学部の競合に

より実習施設確保は困難な状況であり、試行錯誤

の中で実習準備を進めた経緯がある。 

そこで、2 年目の実習を終了した今、在宅看護

実習での学生の学びを分析することで、本学科の

在宅看護実習カリキュラム構成を評価し、今後の

実習展開における教育的課題を明らかにした。 
 

II. 研究目的 

 

在宅看護実習での学生の学びを分析し、本学科

在宅看護実習カリキュラム構成の評価、今後の教

育的課題を明らかにする。 

III. 本学科の在宅看護実習 

 
1. 初年度（平成 25 年度）組立て 

1） 実習目的・目標（資料 1） 

厚生労働省より示された在宅看護論の教育内容

4）から、5つの目的、3 つの大目標を掲げている。 

 

資料１ 在宅看護実習目的・目標   

1. 在宅看護実習目的 

1） 地域で生活している在宅療養者とその家族を理解し、対象に応じた支援に必要な基

本的な知識・技術・態度を体験的に学ぶ。 

2） 療養環境が在宅療養者とその家族に与える影響について学ぶ。 

3） 在宅療養者と家族の相互関係について学ぶ。 

4） 在宅医療を支える在宅看護の役割と責任について学ぶ。 

5） 在宅ケアシステムについて学ぶ。 

 

2. 在宅看護実習目標 

1） 地域で生活している在宅療養者とその家族を理解する 

(1) 在宅療養者とその家族の日常生活の実際、日常的な感覚・生活感覚（生理的欲求、

安全欲求、愛情欲求、尊敬欲求、成就欲求）を理解する。 

(2) 在宅療養者とその家族の生活史について理解する。 

(3) 在宅療養者とその家族のそれぞれの発達課題について理解する。 

(4) 在宅療養者とその家族の「医療施設」と「在宅」の場合での過ごし方の違いを理解

する。 

(5) 在宅療養者とその家族が抱える健康・生活上の問題とその支援の実際について理解

する。 

2） 在宅で生活している療養者とその家族の看護支援ができる。 

(1) 在宅療養者とその家族への看護の必要性を理解し説明できる。 

(2) 在宅療養者の看護過程を展開することができる。 

(3) 在宅療養者とその家族のセルフケア能力および QOL を高めるための支援について

考察することができる。 

(4) テーマを持って継続的に学習し、指導・助言を真摯に受け入れ、研究的態度で臨む

ことができる。 

3） 在宅療養を支える他職種・多機能の役割と連携・協働について理解する。 

(1) 在宅看護を支える訪問看護ステーション、地域包括支援センター等の機能について

理解し説明できる。 

(2) 在宅ケアシステムの実際を理解し説明できる。 

(3) 在宅看護の成立条件を理解し説明できる。 

(4) 社会の変化に対応できるよう自己研鑽の必要性を理解する。 
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2） 実習施設（表 2） 

Ｓ市（一部Ｔ市）に所在する 6つの訪問看護ス

テーションと、7 つの地域包括支援センター、デ

イサービス、グループホーム、在宅療養支援診療

所（以下、地域包括支援センター等）で実施した。 

表2　平成25年度（初年度）実習施設

1 A訪問看護ステーション 1 G地域包括支援センター
2 B訪問看護ステーション 2 H地域包括支援センター
3 C訪問看護ステーション 3 Iデイサービス
4 D訪問看護ステーション 4 グループホームJ
5 E訪問看護ステーション 5 在宅療養支援診療所Kクリニック
6 F訪問看護ステーション 6 デイサービスL

7 M地域包括支援センター

訪問看護ステーション(5日間）
地域包括支援センター、デイサービス、
グループホーム、在宅療養支援診療所

（合計5日間）

 
3） 実習形態（表 3、4） 

4 年次前期に実施。1 グループ 2 週間の実習を

行った。2週間の実習のうち、1 週間は訪問看護ス

テーション１施設、1 週間は地域包括支援セン

ター等の中から１ないし 2施設での実習であった。 

表3　平成26年度実習スケジュール
月 学内 オリエンテーション
火 オリエンテーション、事例紹介、指導者と同行訪問
水 指導者と同行訪問
木 指導者と同行訪問
金 指導者と同行訪問、カンファレンス・反省会
月 学内 オリエンテーション
火 オリエンテーション他
水 実習、反省会
木 オリエンテーション他
金 実習、反省会

＊学生により、1週目、2週目のスケジュールは入れ替わる

１
週
目

２
週
目

訪問看護
ステーション

訪問看護
ステーション

地域包括支援
センター　等

施設Ａ

施設Ｂ

 
4） 実習内容 

訪問看護ステーションでの実習は、施設指導者

より施設オリエンテーションを受けた後、訪問看

護利用者（療養者）1 名の事例を紹介され、受け

持ちとして情報収集から看護計画（1 つの看護目

標に対して）立案まで行う。1 週間の実習期間で

は受け持ち療養者宅でも複数回訪問することは困

難であり、計画実施・評価は課していない。また、

施設指導者に同行し、受け持ちや他の療養者宅を

訪問させて頂く。 

地域包括支援センター等での実習は、施設オリ

エンテーションの後、施設指導者に伴いケアの見

学実施、レクリエーションの計画・実施等をさせ

て頂いた。 

表4　在宅看護臨地実習配置表　（例）

火・水 木・金 火・水 木・金 火・水 木・金 火・水 木・金

1
A訪問看護
ステーション

2
B訪問看護
ステーション

3
C訪問看護
ステーション

4
D訪問看護
ステーション

5
E訪問看護
ステーション

6
F訪問看護
ステーション

7
在宅療養支援診療所
Kクリニック

学生E
学生F

学生G
学生H

学生A
学生B

学生Q
学生R

学生M
学生N
学生O
学生P

学生I
学生J

8 グループホームJ

学生G
学生H

学生A
学生B
学生C
学生D

学生M
学生N
学生O

学生K
学生L

9 デイサービスL

学生C
学生D

10 Iデイサービス

学生E
学生F

学生Q学
生R

学生K
学生L

学生I
学生J

11
G地域包括支援
センター

学生P

12
H地域包括支援
センター

13
M地域包括支援
センター

１７週目 １８週目 １９週目 ２０週目累積
番号

実習施設

在宅１Ｇ 在宅２Ｇ

4月14日 4月21日 5月12日 5月19日

学生M
学生N

学生O
学生P

学生G
学生H

学生Q
学生R

学生A
学生B

学生I
学生J

学生C
学生D

学生E
学生F

学生K
学生L

 

2. 本年度（平成 26 年度、2 年目）組立て（初年

度からの変更点） 

1） 実習施設 

訪問看護ステーション、デイサービス、通所デ

イサービス各 1 施設が新たな実習施設となり、7

つの訪問看護ステーション、9 つの地域包括支援

センター等での実習となった（表 5）。 

2） 実習期間 

平成 26 年 4 月～9月 
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2） 実習施設（表 2） 

Ｓ市（一部Ｔ市）に所在する 6つの訪問看護ス

テーションと、7 つの地域包括支援センター、デ

イサービス、グループホーム、在宅療養支援診療

所（以下、地域包括支援センター等）で実施した。 

表2　平成25年度（初年度）実習施設

1 A訪問看護ステーション 1 G地域包括支援センター
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3） 実習形態（表 3、4） 

4 年次前期に実施。1 グループ 2 週間の実習を

行った。2週間の実習のうち、1 週間は訪問看護ス

テーション１施設、1 週間は地域包括支援セン

ター等の中から１ないし 2施設での実習であった。 

表3　平成26年度実習スケジュール
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火 オリエンテーション、事例紹介、指導者と同行訪問
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4） 実習内容 

訪問看護ステーションでの実習は、施設指導者

より施設オリエンテーションを受けた後、訪問看

護利用者（療養者）1 名の事例を紹介され、受け

持ちとして情報収集から看護計画（1 つの看護目

標に対して）立案まで行う。1 週間の実習期間で
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2. 本年度（平成 26 年度、2 年目）組立て（初年

度からの変更点） 

1） 実習施設 

訪問看護ステーション、デイサービス、通所デ

イサービス各 1 施設が新たな実習施設となり、7

つの訪問看護ステーション、9 つの地域包括支援

センター等での実習となった（表 5）。 

2） 実習期間 

平成 26 年 4 月～9月 
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表5　平成26年度（本年度）実習施設

1 A訪問看護ステーション 1 G地域包括支援センター
2 B訪問看護ステーション 2 H地域包括支援センター
3 C訪問看護ステーション 3 Iデイサービス
4 D訪問看護ステーション 4 グループホームJ
5 E訪問看護ステーション 5 在宅療養支援診療所Kクリニック
6 F訪問看護ステーション 6
7 N訪問看護ステーション 7 デイサービスL

8
9 M地域包括支援センター

P病院（通所リハビリテーション）

訪問看護ステーション(5日間）
地域包括支援センター、デイサービス、
通所リハビリテーション、グループホー
ム、在宅療養支援診療所（合計5日間）

O（デイサービス）

 
 

IV. 用語の定義 

 
療養者：地域で生活しながら療養する人々。自

宅以外でも、グループホーム、在宅療養支援診療

所等、病院以外で療養している方も含む。 
 

V. 研究方法 

 
1. 調査対象 

平成 26 年度在宅看護実習を終了した 4 年次生

82 名 

2. データ収集・分析方法 

学生には、実習終了時に最終レポート「在宅療

養者とその家族の QOL を高める支援について学ん

だこと」（800～1000 字）を課し、その記述から学

生の在宅看護実習での学びを分析した。 

最初に、レポートから「在宅看護実習での学び」

に関する記述を抽出した。更に、その記述を在宅

看護実習に関するキーワード毎に分類（カテゴリ

化）し、内容の分析を行った。キーワードは、本

学科在宅看護実習目標「地域で生活している在宅

療養者とその家族を理解する（以下、対象者理解）」

「在宅で生活している療養者とその家族の看護支

援ができる（以下、看護支援）」「在宅療養を支え

る他職種・多機能の役割と連携・協働について理

解する（以下、ケアシステム）」の 3つの分類に即

した単語を抽出した（表 6-1、6-2、6-3）。 

また、学生には訪問看護ステーションでの同行

訪問件数を確認し、平均訪問件数を算出した。 

3. 倫理的配慮 

調査対象となる学生には、実習開始時のオリエ

ンテーションにて、研究参加の同意を得た。学生

には、本研究の趣旨、研究協力は個人の自由意思

に基づく判断を優先し拒否しても何ら不利益を被

らないこと、個人情報保護・プライバシー保護の

観点からデータは連結不可能匿名化を行い研究に

使用すること、個人の識別が可能なデータに関し

ては削除すること等を文書、口頭にて説明し、同

意書への署名をもって承諾を得た。学生の不利益

にならないよう、十分配慮して研究を進めた。 

4. 分析の妥当性 

妥当性を高めるため、在宅看護実習に関わった

教員 2名で学生の学びを分析、カテゴリ化した。 

目標 カテゴリ キーワード

対象者理解 個別性の理解 ニーズ

価値観

現状

個別性

在宅療養を選択した理由・意思（療養者）

疾患、発達課題の理解

人生観

性格

生きがい・目標

生活環境・様式

生活史

生活者

家族関係・家庭環境

望む生き方・生活

体調管理

療養生活に関して 希望・不安

負担

介護力 経済状況

介護に対する思い

在宅療養を選択した理由・意思（介護者）

介護に対する負担・不安 負担

不安

看護支援 QOL高める支援 セルフケア向上

望む生き方・生活

日常生活を守る 生活を守る・整える

体調管理

日常生活援助

負担・ストレス軽減

精神的ケア 不安傾聴・軽減

寄り添う

労い

介護に対する支援 介護負担・ストレス軽減

療養環境の整備

満足のいく介護のための支援

相談・指導・助言

表6－1　「在宅看護実習での学び」のキーワード（対象者理解、看護支援）
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目標 カテゴリ サブカテゴリ（キーワード） キーワード

ケアシステム 在宅療養とは メリット・デメリット

看護師の役割

緩和・終末期ケア

生活の場に踏み込む

対象は療養者・介護者

地域での生活

病院との違い

事業所・施設 役割・特徴

在宅看護の成立条件 介護力

信頼関係

他職種連携

地域性

病院の役割

療養者の意思

看護師能力 アセスメント力

　 コミュニケーション能力

　 ニーズにあったサービスの提供

　 マナー

　 安心して話せる

　 応用力

　 観察力

　 寄り添う

　 気配り、気遣い

　 経済的負担軽減

　 五感

　 指導・説明

　 情報収集

　 責任の重さ

　 専門的知識・技術

　 対象者理解

　 短時間でのケア

　 調整能力

　 適切なケア

　 判断力

　 物品の工夫

　 問題抽出能力

　 予測力

表6－2　「在宅看護実習での学び」のキーワード（ケアシステム）

 

その他（看護観） 学生 看護とは 看護のやりがい

看護の本質

今後の目標

表6－3　「在宅看護実習での学び」のキーワード（その他（看護観））

目標 カテゴリ
サブカテゴリ
（キーワード）

キーワード

 

VI. 結果 

 
学生 81 名のレポートから、「在宅看護実習での

学び」に関する 350 の記述を抽出した。この記述

を前述のキーワードに即して検討した結果、640

の学びが浮かび上がった。それらを、3 つの本学

科在宅看護実習目標に分類し、目標「対象者理解」

「看護支援」の学びに関しては対象者「療養者」

「介護者」に分類した（表 7-1、7-2）。また、そ

れぞれの項目の数を単純集計した（表 8、9）。 

表7-1　「学生の学び」分類（目標別）

目標 数 対象者 数

対象者理解 181 療養者 95

介護者 86

看護支援 136 療養者 51

介護者 85

ケアシステム 311

その他（看護観） 12  

表7-2　「学生の学び」分類（対象者別）

対象者 数 目標 数

療養者 146 対象者理解 95

看護支援 51

介護者 171 対象者理解 86

看護支援 85  

表8　「学生の学び」分析結果

対象者 数 目標 数 カテゴリ 数

療養者 146 対象者理解 95 個別性の理解 93

療養生活に関して 2

看護支援 51 QOLを高める支援 27

日常生活を維持する 14

精神的ケア 10

介護者 171 対象者理解 86 個別性の理解 63

介護力 18

介護に対する負担・不安 5

看護支援 85 QOLを高める支援 13

日常生活を維持する 11

精神的ケア 24

介護に対する支援 37

ケアシステム 311 在宅療養とは 77

事業所・施設 7

在宅療養の成立条件 227

学生 12 その他（看護観） 12 看護とは 9

今後の目標 3  
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学生の学びの記述に関して一例を挙げる。「対象

者理解」に関しては、「在宅でどのような生活を送

りたいか、どの程度サービスを利用したいかなど

の療養者・家族の思いを把握することがとても重

要であると感じた」等の学生の学びから“ニーズ”、

「その家族には今現在の場面だけでなく今までの

経緯がある。その経緯がわからないとただ計画を

立てても成功しないことがあるということを学ん

だ」等の学生の学びから“生活史”というカテゴ

リに分類した。「看護支援」に関しては、「看護師

として全てのことについて支援するのではなく、

対象の療養者やその家族に対して必要な分の支援

をすることが、対象者が出来る限り自立して、自

尊心を低下させずに生活するために重要であると

学んだ」等の学生の学びから“QOL を高める支援”

というカテゴリに分類した。「ケアシステム」に関

しては、「在宅看護の利点は家族や社会との関わり

を持ちながら生活できることや、自己決定のもと

に自分のペースで生活できることであると学ん

だ」「必ず在宅療養がベストな方法であるとは限ら

ないことを学んだ。看護師は療養者の想いと家族

の想いの両方を受け止め見守る姿勢が必要であ

る」「病院は治療中心であるが、在宅は自分が望む

時間に治療が行えるため療養者は自己の生活を中

心とした暮らしが送れる」という学生の学びから

“在宅療養とは”というカテゴリに分類した。そ

して、3つの実習目標には分類できないが、「療養

者や家族ととても近い存在であり、人として向き

合って看護をしていると学んだ」等、在宅看護実

習を経験したことによる看護とは何かの学び、今

後の目標ができたという記述を「その他（看護観）」

として分類した。 

分析の結果、「対象者理解」に関しては 181 の学

びがあり、その対象者の内訳は「療養者」95、「介

護者」86 であった。また、「看護支援」に関して

は 136 の学びがあり、対象者の内訳は「療養者」

51、「介護者」85 であった。これを、対象者別に

見ると、「療養者」146、「介護者」171 と、介護者

に関する学びが多い結果となった。 

各目的のカテゴリの内容は、以下のとおりであ

る。「療養者」に対する「対象者理解」に関しては

「個別性の理解」「療養生活に関して」に、「看護

支援」に関しては「QOL を高める支援」「日常生活

を維持する」「精神的ケア」に分類された。「介護

者」に対する「対象者理解」に関しては「個別性

の理解」「介護力」「介護に対する負担・不安」に、

「看護支援」に関しては「QOL を高める支援」「日

常生活を維持する」「精神的ケア」「介護に対する

支援」に分類された。「ケアシステム」に関しては

「在宅療養とは」「事業所・施設」「在宅看護の成

立条件」に分類され、カテゴリ「在宅看護の成立

条件」に関しては 7 つのサブカテゴリに分類され

た（表 9）。 

訪問看護ステーションにおける実習で、訪問看

護師に同行させて頂いた訪問件数の平均は 6.4 回

（2～13 回）であった（表 10）。 

表9　目標「ケアシステム」分析結果

目標 数 カテゴリ 数 サブカテゴリ 数
ケアシステム 311 在宅療養とは 77

事業所・施設 7

在宅看護の成立条件 227 看護師の能力 139

他職種連携 37

介護力 24

信頼関係 19

病院の役割 5

療養者の意思 2

地域性 1  

表10　　同行訪問件数（平均）

施設名 平均（回）
Ａ訪問看護ステーション 7.5
Ｂ訪問看護ステーション 4.7
Ｃ訪問看護ステーション 6.5
Ｄ訪問看護ステーション 7.3
Ｅ訪問看護ステーション 6.9
Ｆ訪問看護ステーション 4.2
Ｇ訪問看護ステーション 8.5
全施設平均 6.4  
 

VII. 考察 

 
分析の結果、学生の学びは「介護者」に関する

ものが多かった。在宅看護実習は 4年次前期に実

施され、学生は他領域の実習を経験して在宅看護
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実習に臨む。他領域での実習の多くは病院のよう

な治療施設で行われるものであり、在宅看護実習

開始前のオリエンテーション時に、病院以外の、

地域で療養する療養者に対する看護をイメージし、

明確に説明できる学生は少なかった。レポートに

も、「なぜ療養者は在宅での生活を希望するのだろ

うと、実習前は想像がつかなかった。医療者や設

備が整った病院に入院し生活することの方が、安

全・安楽にまた安心して生活できるのではないか

と考えていた。」と記述する学生もいた。また、近

年の社会的なライフスタイルの変化により、核家

族が増えたり、自分が住む地域の住民との交流が

希薄になっている。身近に療養者が生活している

ことを感じ取りにくい状況となっているという生

活体験の未熟さも、学生が地域での療養をイメー

ジすることが難しい一因となっていると考えられ

る。そのような状況で臨んだ在宅療養の現場では、

療養者の毎日の生活を主に支えていたのは家族等

の介護者であった。学生の学びの中には「今まで

は病院実習が主であったため患者メインの看護が

中心であったが、在宅では家族のケアが療養者の

生活を左右する大きな役割を担っていることを知

ることができた」等の記述がみられた。在宅療養

には介護者の存在が必要不可欠であることを同行

訪問により目の当たりにし、患者（療養者）に対

してだけではない看護、家族看護を多くの学生が

体験的に学んでいた。石澤らは、在宅における家

族看護の充実をはかるために「訪問看護師が自分

の家族観が実践に影響していることを自覚するこ

と」と示唆しており 5）、学生時から家族観を養う

ことも必要である。 

しかし、学生の学びは「介護者」に関するもの

だけではなかった。目標「対象者理解」について

は「療養者」に関しての学びが多く、在宅療養の

中心である「療養者」をよく知ることの大切さを

学生は学んでいた。対象をよく知る必要性を実習

目標（資料 1）に挙げている「生活史」というキー

ワードで学びを述べている学生が多く、対象が今

まで生きてきた歴史やその中で培った価値観等を

知ることで「個別性を理解する」ことが大切であ

ると捉えていた。「病院では治療優先で医療者側の

指示に従ってもらわなければならない時が多々あ

るが、在宅では療養者の意思が第一に尊重される」

という学生の記述もあった。治療優先で医療従事

者優位になりがちな病院での治療に比して、在宅

療養は病院を離れた地域、療養者の自宅等で行わ

れるため、療養者や介護者の意思が尊重される。

学生は実習を通じて病院での治療、在宅での療養

の違いを理解し学びを述べており、在宅療養の中

心は療養者であるということを理解できたと評価

する。 

目標「ケアシステム」に関しては 3 つのカテゴ

リに分類された。前述の通り、在宅療養には介護

者の存在が必要不可欠であるという学びから、カ

テゴリ「在宅看護の成立条件」のサブカテゴリと

して「介護力」が挙げられたと考えられる。しか

し、その詳しい内容の記載は少なかった。上村ら

は、介護者の負担感を訪問看護師が適切にアセス

メント出来ているか調査している 6）。在宅療養を

維持させるためにも介護者への支援が求められて

いることから、介護者の介護力に関するアセスメ

ントの視点を持てるような教育が必要であると考

える。 

また、サブカテゴリ「他職種連携」について挙

げる学生も多かった。これは、本学科の実習カリ

キュラムが、訪問看護ステーション・地域包括支

援センターのみならずグループホーム等の在宅療

養に関わる施設での実習を組立てており、様々な

事業所・施設の役割・特徴を捉える中で学んだの

だと考える。熊谷らは、訪問看護ステーションで

の訪問看護実習における学生の学習内容を分析し

た結果、他職種連携について「＜連携＞の意味は、

情報交換や情報を共有するといった連絡を取り合

うことに限定した認識であることが多かった」と

述べている 7）。本学科学生は、実際にサービス担

当者会議や退院前調整会議等、多くの職種が関わ

る場に参加できる機会が多く、それぞれの職種の

役割等にまで学びを言及できていた。これは、訪
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問看護ステーションだけでなく、様々な事業所・

施設で実習を展開している効果であると考える。

また、平松らは在宅看護実習の実習形態の相違に

よる学習効果を検討し、「訪問看護事業所での実習

は一人の訪問看護師から指導を受けることが多く

なるという現状があるため、多面的に幅広く体験

的に学ぶためには、個別の指導や実習報告会など

の学内における指導方法の確立と、訪問看護事業

所との協力体制を構築していけるようなさらなる

工夫が必要である」と述べている 8）。この点でも、

本学科学生は様々な施設指導者から指導を受ける

機会があり、幅広い学習が出来ていると評価する。 

最も多かったサブカテゴリは「看護師の能力」

であった。その内容は、川上らが挙げる「地域ケ

アを担う看護師が求められる能力 9）」とほぼ一致

した。その中でも、1 人で療養者宅を訪問し、情

報収集からケア実施、緊急時の対応等を基本的に

は訪問看護師 1人で行わなくてはならない状況を

目の当たりにしたことから、訪問看護師に求めら

れる知識・技術・コミュニケーション能力・アセ

スメント力・調整能力のレベルの高さ、責任の重

さを、多くの学生が痛感していた。しかし、一方

で、前述の通り「他職種連携」により在宅看護が

成立しているという学びから、そのような中で多

くの職種と連携・協力して療養者や介護者のケア

をすることの重要性を学んだ学生もいた。「看護師

の能力」に関して学生は多くの気づきがあったが、

自分自身の看護技術に言及する学生はいなかった。

2 週間という短期間の実習の性質上、実習目的「対

象に応じた支援に必要な基本的な知識・技術・態

度を体験的に学ぶことができる」（資料 1）と掲げ

ているように、学生は療養者に対してケアを実際

に実施する機会が少なかったためと考えられる。 

訪問看護ステーションにおける同行訪問件数は

平均 6.2 回であったが、受け持ちの療養者であっ

ても複数回の訪問ができた学生は少数であったた

め、情報収集や看護計画立案に困難を感じていた

学生もいた。しかし、その点では臨床指導者から

の情報提供や指導・助言により学生は学びを深め

ている。また、各訪問看護ステーションは小規模

で、多忙を極めている中で看護学生の実習を受け

入れて頂いている状況である。よって、同行訪問

件数が少ない訪問看護ステーションもあるが、そ

の場合は学生同士で検討できる事例を準備して頂

く等、学習の質の担保を図っている。 

そして、「病院の役割」として、入院中から退院

後を見据えて、在宅療養環境の整備をすることの

重要性を学んだ学生もいた。4 年次の実習のため

実習中に就職が決まる学生もおり、その就職先の

多くは病院であった。しかし、自分が病院で看護

師として勤務する際には、「入院中の患者のケアだ

けでなく、患者は退院後地域に戻り療養するとい

うことをふまえた看護をしていきたい」と抱負を

述べる学生も多かった。退院後の療養者の生活を

考えながらケアできる病院看護師の育成という観

点からは、若い学生の将来性の希望を伺えた。 

3 つの目標に分類されなかった「その他（看護

観）」は、「療養者や家族ととても近い存在であり、

人として向き合って看護していると学んだ」「看護

の温かさや原点を知ることのできる実習となっ

た」等、在宅看護に看護の本質を見出し、将来的

には在宅看護に携わりたいと述べる学生もいた。

在院日数短縮の中、在宅療養者が増加傾向にあり、

日本看護協会も訪問看護師育成に力を注いでおり、

新卒看護師の訪問看護師養成プログラムも開発さ

れている。千葉県では「新卒者等訪問看護師育成

プログラム 10）」が進行中で、修了者も輩出した。

しかし、訪問看護師に求められるスキルの高さ、

責任の重さを感じた学生にとって訪問看護師は敷

居の高いものになり、大学卒業後すぐに訪問看護

師となるのは難しいと感じていたと予測される。

その中でも、病院等で経験を積んだ後、将来的に

は在宅看護に携わりたいと、在宅看護に興味を持

つ学生も多かったことは、在宅療養を支える看護

師育成に期待が持てる結果となった。 

以上のことから、学生は本学科の在宅看護実習

目的・目標に挙げている点について理解すること

ができており、本学科在宅看護実習カリキュラム

8　橋本　茜、作山　美智子
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構成は、厚生労働省が定めた在宅看護論の教育内

容に沿った実習であると評価できる。学生は他領

域での実習の経験から、当初、「病院での治療」と

「地域での療養」との違いに戸惑いは見られたも

のの、実習で在宅医療の実際を目の当たりにする

ことで体験的な学びを得た。また、実習施設が訪

問看護ステーションのみでない本学科のカリキュ

ラムも、学生の「他職種連携」についての学びか

らも評価できる。在宅療養を支える視点を持った

看護師教育の教育課題は達成できていると考える。 

 
VIII. 今後の課題 

 
多くの学生は、在宅看護実習を経験したことで

「地域での療養」と「病院での治療」の違いを体

験的に学び、理解していた。この学びを深めるた

めにも、学生は個々に在宅医療に対するイメージ、

考えを持って実習に臨むことが望まれる。そのた

めにも、意図的選択的な教育場面の設定をし、学

生の生活体験の未熟な部分を補強し、在宅医療の

イメージを掴めるような教育が必要である。映像

を用いて視覚的に訴える手法を用いたり、学生同

士のロールプレイを活用して体験的に学ぶことも

有効ではないかと考える。また、在宅看護特有の、

介護者に対する看護、介護力についてのアセスメ

ント等の学習を事前課題に取り入れる等の必要も

あると考える。 
来年度からは、本学科在宅看護領域で定期的に

開催している「高齢者参加型プログラム」への参

加を在宅看護実習に取り入れる準備を進めている。

地域住民に対するプログラムを学生の教育の場と

することは看護教育としては珍しい。このプログ

ラムへの参加により、学生は地域で生活する高齢

者・療養者について多くの学びを得ることが出来

ると期待している。 
 
 
 
 

IX. 結論 

 
本学科在宅看護実習カリキュラム構成が、厚生

労働省が定めた在宅看護論の教育内容に沿ったも

のであり、在宅療養を支える視点を持った看護師

教育の教育課題を達成できるものだと評価できた。

今後は、実習前から在宅医療に関するイメージを

育む教育等を強化していく必要がある。 
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